
 

 

（別表２）介護サービス事業所等における感染症対策支援事業 

 

１ 事業内容 

介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高

齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対

策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を

行う事業 

 

２ 補助対象者 

  令和２年４月１日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するため

に必要なかかり増し経費が発生した、別表１に定める介護サービス事業所等 

 

３ 補助対象経費 

  以下のようなかかり増し経費を対象とする。 

 ａ 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入 

 ｂ 外部専門家等による研修実施 

 ｃ （研修受講等に要する）旅費・宿泊費、受講費用等 

 ｄ 感染症発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等 

 ｅ 感染防止を徹底するための面会室の改修費 

 ｆ 消毒費用・清掃費用 

 ｇ 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 

 ｈ 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料 

 ｉ 自動車の購入又はリース費用 

 ｊ 自転車の購入又はリース費用 

 ｋ タブレット等の ICT 機器の購入又はリース費用（通信費用を除く） 

 ｌ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料 

 ｍ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に

係る費用 

 ｎ 訪問介護員による同行指導への謝金（通所系サービス事業所が訪問サービスを

実施する場合） 

 ｏ 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費 

 

４ 補助基準単価 

  別表５のとおり 


